
労働者派遣事業に係る情報提供

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する労働者派遣法第23条第5項の規定に基づき、
下記事業所における労働者派遣事業に係わる情報を開示いたします。

関係条文

労働者派遣法第23条第5項

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労
働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除し
た額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教
育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚
生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

1
派遣労働者数 対象期間：2022年8月1日～2023年7月31日

46 人

2
派遣先企業数 対象期間：2022年8月1日～2023年7月31日

11 社

3

派遣料金・派遣労働者賃金に関する事項 対象期間：2022年8月1日～2023年7月31日

イ
平均派遣料金

(一人当たり8時間) 20971 円

ロ
派遣労働者の平均賃金

(一人当たり8時間) 15884 円

ハ マージン率 24.26 ％

4

派遣元企業が講ずべき教育訓練に関する事項 対象期間：2022年8月1日～2023年7月31日

イ 安全衛生教育 実施時間(1人当たり) 2 時間

ロ コンプライアンス教育 実施時間(1人当たり) 1 時間

ハ
入社時等基礎教育

(ビジネスマナー研修) 実施時間(1人当たり) 8 時間

ニ 職能別研修 実施時間(1人当たり) 8 時間

5

労使協定に関わる事項 労使協定有効期間：2023年4月1日～2024年3月31日

イ 労使協定の締結可否 締結済み

ロ 労使協定の対象労働者の範囲 原則として、派遣契約を締結するすべての派遣労働者
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